
鳥取市ＳＤＧｓ未来都市推進事業支援補助金交付要綱 

 

 （趣旨） 

第１条 この要綱は、鳥取市ＳＤＧｓ未来都市推進事業支援補助金（以下「本補助金」という。）に

ついて、鳥取市補助金等交付規則（昭和４２年鳥取市規則第１１号。以下「規則」という。）に定

めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。 

 

（交付目的） 

第２条 本補助金は、鳥取市ＳＤＧｓ未来都市計画（令和３年８月２日策定）に基づき、ステークホ

ルダーである市民、企業、団体等が当該計画に沿って行う取組を総合的に支援することにより、本

市におけるＳＤＧｓの推進に資することを目的として交付する。 

 

（定義） 

第３条 この要綱における、ＳＤＧｓとは、持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ：Sustainable Developm

ent Goals）であり、２０１５年９月の国連サミットで加盟国の全会一致で採択された「持続可能な

開発のための２０３０アジェンダ」に記載された、２０３０年までに持続可能でよりよい世界を目指

す国際指標のことをいう。 

 

（補助対象者） 

第４条 本補助金の交付の対象となる者（以下「補助対象者」という。）は、次に掲げる要件の全て

を満たす者とする。 

（１）鳥取市ＳＤＧｓ未来都市計画の取組に共感・賛同する個人、企業及び団体であること。 

（２）鳥取市内に事業所（個人の場合にあっては、住所）又は補助対象事業を実施する場所を有する

こと。 

（３）次に掲げる市税のうち鳥取市に係るものを滞納していないものであること。 

  ア 市税 

  イ 国民健康保険料 

  ウ 後期高齢者医療保険料 

  エ 介護保険料 

  オ 保育所保育料 

  カ 下水道使用料 

  キ 下水道受益者負担金 

 

（補助対象事業） 

第５条 本補助金の交付の対象となる事業（以下「補助対象事業」という。）は、別表第１欄に掲げ

る事業であり、かつ別表第２欄に掲げる要件を満たす事業とする。 

 

（補助対象経費） 

第６条 本補助金の交付の対象となる経費（以下「補助対象経費」という。）は、別表第３欄に掲げ

る経費（ただし、消費税及び地方消費税に相当する額を除いた額）とする。 

 



（補助金の算定等） 

第７条 本補助金は、補助対象経費の額に別表第４欄に定める補助率を乗じて得た額（千円未満の端

数は、これを切り捨てる。）以内で算定し、予算の範囲内で交付する。ただし、別表第５欄に定め

る額を限度額とする。 

 

 （交付申請） 

第８条 規則第４条の申請書に添付すべき同条第１号及び第２号に掲げる書類は様式第１号とし、同

条第４号に掲げる書類は次に掲げる書類とする。 

（１）申請者の概要が把握できる資料（会社概要、企業パンフレット等）（個人の場合は不要。） 

（２）事業計画の概要が把握できる資料（図面、見積書、契約書、パンフレット等） 

（３）市税等納付状況確認同意書（様式第２号） 

 

 （着手届を要しない場合） 

第９条 本補助金の交付に係る事業は、規則第１０条第１項第３号の市長が別に定める場合とし、同

項に規定する着手届の提出を要しないものとする。 

 

 （承認を要しない変更） 

第１０条 規則第９条第１項の市長が別に定める変更は、次に掲げるもの以外の変更とする。 

（１）本補助金の増額を伴う変更 

（２）事業の目的に影響を及ぼすと認められる変更 

 

（概算払） 

第１１条 本補助金は、規則第１１条第１項ただし書の規定に基づき、概算払により交付することが

できる。 

 

 （実績報告の時期等） 

第１２条 規則第１２条の規定による報告は、補助対象事業の完了、中止若しくは廃止の日から３０

日を経過する日又は令和９年２月１５日のいずれか早い日までに行わなければならない。ただし、

本補助金の全額が概算払により交付された場合にあっては、令和９年３月１０日までに行うものと

する。 

２ 規則第１２条の報告書に添付すべき同条第１号及び第２号に掲げる書類は、様式第３号によるも

のとする。 

 

 （申請方法） 

第１３条 第８条及び前条の規定による申請及び報告は、鳥取市行政手続等における情報通信の技術

の利用に関する条例（平成２９年鳥取市条例第１号）に基づき、電子情報処理組織を用いて行うこ

とができる。この場合において、電子情報処理組織を用いた申請は、とっとり電子申請サービスに

よるものとする。 

 

 （雑則） 

第１４条 この要綱に定めるもののほか本補助金について必要な事項は、経済観光部長が別に定める。 



附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、令和３年１０月２２日から施行する。 

（この要綱の失効） 

２ この要綱は、令和９年３月３１日限り、その効力を失う。 

 

附 則 

この要綱は、令和４年３月３１日から施行する。 

 

附 則 

この要綱は、令和４年６月１日から施行する。 

 

附 則 

この要綱は、令和４年１０月１日から施行する。 

 

附 則 

この要綱は、令和５年３月３１日から施行する。 

 

附 則 

この要綱は、令和６年３月３１日から施行する。ただし、別表の改正規定は、令和６年４月１日から

施行する。 

 

附 則 

この要綱は、令和７年３月３１日から施行する。ただし、別表の改正規定は、令和７年４月１日から

施行する。   

 

附 則 

この要綱は、令和８年３月３１日から施行する。ただし、別表の改正規定は、令和８年４月１日から

施行する。 

  



 

１ 補助対象事業 ２ 補助対象事業要件 ３ 補助対象経費 ４ 補助率 ５ 限度額 

（１）地域資源を活用した地域活性

化に資する事業 

 本市の地域資源を活用した、地

域活性化に資する事業の実施に係る

経費の一部を支援する。 

・本市の地域活性化に繋がる取組であるこ

と。 

・本市が行う情報発信について、全面的に協

力すること。 

・SDGs未来都市のステークホルダーに限る。 

・事業に直接必要な経費 

（機器設備購入費、賃借費、通信費、研究費、調

査費、旅費、広報費など） 

１／２ １，０００千円 

別表（第５条、第６条、第７条関係） 


